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５ 職務のために出席した者 

【議会事務局】 
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庶務課長             大野  満

庶務課長代理（庶務係長）     船木 寛人
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６ 協議結果について

１ 運用指針の改正（案）について

案のとおり改正することとした。改正した運用指針の適用は令和３年４

月１日からとなるが、これまで検討会で協議・決定した経緯を踏まえ、今

年度支出する分についても、各会派で留意するよう座長から確認を行った。

また、協議の中で委員から、運用指針中の「政治団体」の定義について

質問があり、次回、協議を行うこととした。

２ 各会派から提出された運用指針上の課題・対応案について

 （１）自民党提案の「政務活動費を使い印刷した印刷物を、折込み料の免除

を受けて政党機関紙に折り込むことは、厳に慎む」については、全会一

致となった。

このことに伴う運用指針の改正については、次回の検討会で案を示す

こととした。

（２）公明党提案の「日当で賄うとされている交通費・雑費等は実費精算と

し、日当は廃止する」については、意見の一致を見なかった。

（３）社民党提案の「備品の修理・処分に関する書類は、議会事務局が様式

を作成する」及び「中間審査の際に、事務局が文書で報告を求めること

があるのならば、その旨、指針に明記する」については、提案者から取

下げの申し出があり、了承された。

 ３ その他

会派に異動（消滅、分裂、統合等）があった場合の、会派間での備品の

継承のあり方について、今任期中に協議を行い、結論を出すこととした。
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７  会議の概要  

座長     ただいまから政務活動費のあり方検討会を開

会します。 

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

座長     本日の議事録の署名委員に、江西委員、村石

委員を指名いたします。 

それでは、これより協議事項に入ります。本

日の協議事項は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

まず、協議事項１番目、運用指針の改正（案）

についてであります。 

前回の検討会では、お手元に配付のＡ３の資

料の１番から３番までの案件について確認・

協議を行わせていただきました。  

このうち１番の案件については、改選等によ

り会派が消滅した場合に、会派が所有してい

る備品に残存価格があるときは、その相当額

を会派が負担して市に返還するなど、会派で

の備品の管理や処分の在り方について、既に

指針に記載しているところではありますが、

改めて確認を行いました。  

新指針運用後、初めての改選となりますこと

から、備品の取扱いについて適切に対応願い
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ます。 

そして、２番及び３番の案件については、新

聞、雑誌、書籍等の購入費、研修会参加費な

ど、政党に対する経費は一切支出できないこ

ととすることを、委員の皆様の御理解の下、

全会一致で決定いたしました。  

そこで本日は、この２番及び３番の協議結果

に係る運用指針の改正について協議を行いま

す。  

お手元には、本件改正案に係る新旧対照表を

配付しておりますので、事務局に説明させま

す。  

庶務課長   それでは、新旧対照表を御覧ください。 

運用指針の経費項目別使途基準の留意点の中

の１４ページ、３つ目の項目になります。支

出できない経費という項目を今回改正いたし

ております。 

先ほど座長のほうからも前回の会議で方針が

決定されたということで、その決定された内

容についてでございますが、前回の会議の中

では、新聞、雑誌、書籍等購入費、研修会参

加費、広報費などを例示していただいて、こ

れらについては支出ができないということが

１つです。その上で、政党や政治団体等に対

する政務活動費の支出は一切使用不可とする
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と。これが前回合意いただいた内容であると

いうことです。  

この２つの内容について、指針の中に規範的

な表現として落とし込みをさせていただいた

のが、今回の改正ということになります。 

改正案のほうを御覧ください。  

支出できない経費のうちの（１）政党活動に

関する経費でございますが、これまではア、

イ、ウと３つが例示されておりました。そこ

に、前回合意を頂いたものとして、例示とし

てエの部分をまず追加させていただいたとい

うことでございます。その上で、一切の使用

不可とするという、この表現としてオの「そ

の他直接又は間接的に政党の収入となる経費」

を追加させていただいたということで、この

アからオまでをもって、政党活動に関しては

一切支出ができないというような表現になっ

ております。 

まず支出できない経費については、以上のと

おりです。 

続いて下の欄になりますが、指針の３０ペー

ジに各経費項目別使途基準ということで、具

体的な使途基準について書かれております。  

このうちの（７）の資料購入費でございます。

先ほど例示いたしました新聞、雑誌、書籍等

に係るものとして、新聞については、既にこ
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れは政党機関紙等には支出できないというこ

とが記載されているわけでございますが、雑

誌、書籍、これらについて明確に政党に対し

ての支出ができないということを規定したも

のでございます。この資料購入費の中の「新

聞以外の定期刊行物の購読」の欄に、「政党

発行の書籍、雑誌等は、その内容に関わらず、

支出することができない。（政党、政治団体

の 全 て が 対 象 。 所 属 政 党 か 否 か は 問 わ な

い。）」と、この一文を追記させていただい

たというものでございます。 

運用指針の改正については、以上でございま

す。  

座長     ただいまの改正案について、御意見はありま

せんか。 

赤星委員   今の御説明で、改正案の中に「政党」とある

のですけれども、政治団体の全てが対象だと。

この「政治団体」の定義というのは、どう考

えたらいいのでしょうか。運用指針のどこか

に定義はございますか。 

座長     改正案のアスタリスクのところですね。これ

は現行の表記を見ていただいてもアンダーラ

インがありますとおり、現行で既にこういう
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表記になっておりまして、たまたま順番とし

てア、イ、ウ、エ、オを明記して、この内容

については附則項目であるということで入れ

させていただきましたので、今ほどの政治団

体とはということについて改めて議論をする

というのであれば、項目として改めて議論を

する機会を設けて行いたいと思います。 

現行の改正案についての意見を頂ければと思

います。 

赤星委員   議論というより、確認をさせていただきたい

のです。 

座長     確認。政治団体に関する表記ですね。 

赤星委員   政治団体といいますと、例えば何々議員の後

援会や何々する会、政治資金規正法上の位置

づけ、その他政治団体ですとかいろいろある

と思うのですけれども、その規定はどうなっ

ていたかなと、ちょっと確認したいです。 

座長     なるほど。今ほど赤星委員からお話があった

内容のような気はしますが、これについて…

…  

江西委員   定義はあるのでしょうか、運用指針は別とし
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て。政治活動を行えば政治団体として届出が

必要という……。  

座長     これは指針の中に表記はしていないというこ

とです。社会通念上、通る言葉として、これ

が既に採用されているという認識だと思うの

ですが、いずれにせよ、この件について何か

御意見はありますか。 

村石委員   政治団体については、今ほど江西委員が言わ

れたように、県の選管に政治団体として届出

してあるということで、これは明確に規定で

きると思います。  

私に言わせると、政党、国会での政党は厳格

な意味がありますけれども、いわゆる地方政

党で政党を名乗っているところも含むのでは

ないかと。これは私なりの解釈ですけれども、

「政党」というのは国会での政党だけではな

くて、地方政党で名乗っている方の新聞や書

籍も入るという解釈を私はしました。  

座長     ほかの解釈といいますか、何かこれについて

の御意見は。 

松尾委員   要は地方政党と言われるものもあるものです

から、そういう意味で政治団体。届出してい
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るという励ます会ですとか後援会なども、そ

れは政治団体ということになるのでしょうけ

れども、要は地方政党というのは少し曖昧な

部分があるので、それも含めて政治団体とい

う区別、区切りになるのかなと自分は思った

のですけれども。  

座長     どうしますか。概念上の誤差はあまりないよ

うな気がするのですが、それを改めて明記し

たほうがよろしいのではないかという御意見

でしょうか、赤星委員。 

赤星委員   明記したほうがいいのかどうか。曖昧だとど

うなのかなと思ったものですから、どこまで

がどうなのか。  

久保委員   今、皆さんがおっしゃるのは、政治資金規正

法上で指定されている政治団体というものを

指すという考え方だろうと思いますので、も

ともと、政党活動に関する経費の中に  要は

国政政党以外の部分でも政治団体というもの

があって、そこが発行したりするものに対す

る支出も駄目だと。要は、そこには後援会な

どいろいろなものも含むものですから、こう

いう注意書きがもともとあったのだろうと思

います。 
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今、皆さんがおっしゃるように、この政治団

体というものがあまりにも広義で使われた場

合に、収拾がつかなくなるということだろう

と思いますので、そこに関しては次回までに

案として出させていただきますが、皆さんの

総意としては、政治資金規正法に規定されて

いる政治団体を含むというような趣旨ではな

い……。 

江西委員   違うと思います。赤星委員の言いたいのは、

これは例えが正確かどうか分かりませんが、

多摩政治研究会だとか自治総合研究所だとか、

いろいろな政治思想が絡んでいると思われる

ところが政治団体として登録されているとな

ると、そういったところが主催する研修会に

参加することなどが引っかかるのではないか

という懸念を持っておられるのではないかな

と。例えば、松下政経塾もそうなのかなと思

いますし、そういったいろいろなところで啓

蒙的団体みたいなところが政治団体として登

録する。だから、政治団体とは何かというの

は、下に行って調べればすぐに白黒がつくと

思いますので、政治団体という言葉の定義を

調べた上で、事務局のほうから政治団体とは

何かということを１回言っていただいたほう

がいいのではないかなと、僕は後ろで聞いて
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いて想像したのですけれども。  

座長     それではお諮りしますけれども、この政治団

体の概念については、指針に明記するという

ことであれば、こういった表記にしようかと

いうことを含めて、改めて次回、お示しさせ

ていただきたいと思います。 

この運用指針の規定上、解釈が曖昧だという

ところは、はっきり言うといろいろなところ

であるわけです。ですから、一つ一つを全て

明確化していかないと、そこから漏れている

ものは別の解釈でいいのではないかというよ

うなことも生まれて  要するに言いたいこと

は、判断が食い違うようなことがあれば、そ

の都度、当然議論をしていかなければいけな

いということになると思いますので、明記し

ていないからといって、この運用指針が壊れ

てしまうのかということも含めて、改めて検

討していきたいと思っていますので、また次

回、提案したいと思います。 

赤星委員   江西委員がおっしゃったように、例えば、市

町村合併の憲章ですとか、その町の財政白書

ですとか、いろいろな自治体の住民団体が出

した書籍などもあります。その団体が、例え

ば首長選挙で候補者を擁立する政治団体に登
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録されている場合もあったりなかったりしま

すので、あまり全部を禁止されてしまうと、

勉強するための書籍を買えなくなりますので、

そういうことは…… 

座長     ですから、そういうことを恐れて、先ほど改

めて検討課題として提案を頂きましたので、

次回、何らかの提案をお示ししたいというふ

うに思っておりますので、この件については

この程度にとどめたいと思います。 

ほかに御意見はありますか。 

      〔発言する者なし〕  

座長     改正案については、大きく引っかかることは

ないと思います。前回、皆様に御理解を頂い

たとおりだと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

それでは、この改正案にすることと決定いた

します。 

なお、本件に係る運用指針改定の適用は来年

の４月１日からとなりますが、本検討会で協

議・決定した経緯も踏まえ、今年度に支出す

る分につきましても、各会派において御留意

いただきますよう、座長としてお願い申し上

げます。 
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この件はよろしいですね。現状の認識を確認

した執行をしていきましょうということでご

ざいます。 

それでは、前回の協議の中で出ておりました

意見等について、事務局から報告があります。 

庶務課長   前回のあり方検討会の中で頂いた御意見につ

きまして、その対応について、今回資料を用

意いたしましたので御説明いたします。 

Ａ４の「前回のあり方検討会での意見等とそ

の対応について」という表題の資料を御覧く

ださい。 

まず１番目でございます。減価償却に関する

省令についてということで、委員の方から、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令はど

こで見れば分かるのかというような御質問が

ございました。  

これにつきまして私のほうから、「その省令

が何枚にも、大量の枚数にわたるということ

がありますので、インターネットアドレスを

御紹介したいと思います」と前回申し上げた

ところでございます。そのアドレスについて、

この太字で記してありますアドレスをお示し

するものでございます。 

２つ目、備品の耐用年数の一覧表についてと

いうことで、これも委員の中から、備品の残
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価計算をするに当たって、何か一覧表のよう

な分かりやすいものを作って周知する必要が

あるのではないかという御意見がございまし

た。  

これにつきましては、（２）の対応のほうで

ございますが、平成２９年３月２７日に政務

活動費の新運用指針に関する事務説明会とい

うものを開催させていただいております。そ

の際に、「財務省令  耐用年数表と実際の物

品との対応表」というＡ４の資料を１枚、そ

の当時提示させていただいておりましたので、

改めて提示させていただくものでございます。 

これの見方といたしましては、Ａ４の横の資

料のほうを御覧ください。  

前回の話の中でもありました、この財務省令

大蔵省令ですけれども、この記載がもう既

にないような商品の記載になっておりまして、

実際のもの等が分かりにくいというような御

意見がございました。 

そこで、細目というふうに書いてあるところ

なのですが、これは財務省令での記載がこの

ようになっているということです。それに対

して右側の商品名が、実際にある、現在でも

流通しているであろうと思われる一般的な商

品名であるということでございます。それぞ

れについて耐用年数を記してあるということ
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になっておりますので、これを参考に各会派

におかれまして備品の耐用年数を計算してい

ただければというふうに考えております。 

座長     ただいまの報告について、何か質問はありま

すか。 

江西委員   私もあの後すぐにホームページを見て、その

ときのことを記憶していないのであれなので

すが、それを調べて、これには残価がないわ

けです。残価はどうなるのかということはあ

るのですけれども、例えば、本来残価を引い

たものを耐用年数で割るというのが一般の会

計法上のよく見るパターンなので、残価とい

う話がこの中にも出てきているのですけれど

も、これは単純に耐用年数で割って、これだ

けたったら償却し切ってゼロですよというこ

とになるのではないかと思うのですが、この

年数表は、本来、償却資産の対象となるもの

が挙げられているので、償却資産とならない

ような軽微なものは、本来はこの表とは関係

がないものだと思うのです。 

ですので、これを参考にと言うのですけれど

も、実際のところは全然別のものを用意して

きたよということなので、無理があるといえ

ば無理があるのは、僕は変わりはないと思う
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のですけれども。  

座長     皆さん、前回の議論の内容について分かって

おられればあれなのですが、要するに、各会

派の備品の処分等の仕方は、各会派で責任を

持って行わなければいけないわけですけれど

も、そのときに基準となるようなものをとい

うような感じで、今事務局的にはこれを示し

ているというような状況かと思います。 

庶務課長   今ほど江西委員おっしゃったとおりで、この

政務活動費の残価の計算については、やはり

決して償却という考えではないのです。一般

の民間企業がそれを使っているわけではない

ので。ただ、便宜的にこの耐用年数を用いて、

その年数で取得価格を耐用年数で割ったもの

を、それで「償却的な」といいますか、そう

いう考え方を取っておりますので、それは確

かに無理があるとおっしゃれればそのとおり

かもしれませんし、ただ、ほかに用いる方法

もないので、この会の中でこういうやり方を

やりましょうということで合意を頂いたもの

というふうに理解しております。そういう形

で各会派におかれて備品の残価計算をきちん

としていただいて、前回の会議で申し上げま

したけれども、例えば、会派が消滅して残念
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ながら残価が残った場合には、その部分につ

いては会派においてお金で返還していただく

という手続が必要になってまいりますので、

そこを徹底していただければというふうに思

っております。そういう意味で今回この資料

を改めて出したということです。  

江西委員   これまで、うちの会派は事務員の人を２人雇

っているからまだいいのですけれども、例え

ば、ルーターの耐用年数は１０年で、違和感

があるでしょう、皆さん。ルーターは多分、

今は２，０００円や３，０００円で売ってい

るものすらあるわけです。当然、民間企業だ

ったらこんなものを償却財産として登録する

わけでも何でもなければ、一発備品なのです

よね。これを壊れても１０年間みんななくさ

ないようにちゃんと取っておかないと、１０

年後に「あのときのルーターはどこに行った

の」ということになりかねない。この小さな

ルーターですよ。だから、そういったことも

あるし、僕はこの財務省から出ている耐用年

数表と実体生活と、あと実体企業の備品の管

理もそうですけれども、あまりにもかけ離れ

ているというか、本来対象とならないものま

で、これは全部単純に償却表を使いなさいよ

というと、今はルーターを例に出しましたけ
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れども、ほかにもいろいろ、裁断機にしても、

これは裁断機と呼べるものだろうなというよ

うな３，０００円ほどの紙を切るものを買っ

てきたら、これは５年間、壊れてもどこかに

保管しておかないと、あのときの裁断機は  

任期は４年ですから、会派が終わったときに、

壊れたので実は破棄したのですよというわけ

にはいかないと。弁償しなさいということに

もなりかねないから、僕はここのところをも

うちょっとしっかりとすべきではないかなと

思います。 

村石委員   江西委員が今言われましたけれども、備品は、

旧の指針では１万円以上のものが備品、新の

指針は２万円以上のものが備品なので、備品

の耐用年数表とどういう対処をするかという

ことなので、何千円とかそういうものはここ

には上がらないと私は解釈しているのですけ

れども、事務局、どうでしょうか。 

庶務課長   村石委員のおっしゃったとおりでございます。 

江西委員   ということは、要は償却財産かどうかという

のは、備品費の２万円というのが  すみませ

ん、私はそれをしっかりと知らなかったので

すけれども、ガイドラインで見るということ
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ですね。 

座長     皆様に申し上げますけれども、これはこれに

従いなさいということで出しているものでは

ないということを大前提として、当時の議論

にもこういったものが参考としてありますよ

と示されていたということが分かったので、

また同じものを出しましたけれども、その当

時から、また今も、これはあくまでも社会通

念上というようなものに対応できるものか分

かりませんが、いずれにしても、それぞれの

会派の責任でそういった備品を購入、また処

分をするときに、あくまでも仮にこれは社会

通念上だということをいえば、社会通念上、

市民から後ろ指を指されるようなことがあっ

てはならないということで参考の資料。あく

までもその責任は会派にありますよという確

認。そこまで厳密に何々をどうのこうのと明

記して物理的に資料として示せと言っても、

それはもう無理なことだと私は思うのですが、

そういうことではないのですか。  

庶務課長   あくまでも根拠は財務省令  大蔵省令しかな

いので、この対応表というものも、今ほど座

長がおっしゃいましたけれども、一般的な通

念上こうされているというところでしかござ



18

いませんので、そのように参考として取り扱

っていただくということでしかないと思いま

す。  

泉委員    １つだけ確認してほしいのですが、基本的に

財産というものは、我々も企業会計を見てい

る中で、ゼロ円になるものとならないものが

あるのです。それで、例えば１００万円で買

ったハウスだとか何とかというものが耐用年

数を過ぎても、１円という残存価格になるの

で、今、村石委員がおっしゃったように、１

万円以下に残存価格が減れば、それで償却し

てもいいのかという話にもなりかねないので、

だから、その残存価格の１円というものに関

して、それを返金するときにはちゃんと１円

を返して処分するというようなところになる

のかならないのか。だから、１円となるもの

とならないものを１回調べていただいて、き

ちんとそこは明記するべきだと思います。 

久保委員   お手元に配付してある運用指針抜粋資料の４

０ページに、まず、処分及び買替えの基準と

して大蔵省令を使いますと書いてあります。

要するに、表の下に耐用年数が経過したこと

だけをもって使用をやめるわけにはいかない

ということが注意書きに書いてありますが、



19

概ねこの大蔵省令に書いてあるような耐用年

数を超えたものに関しては、処分をしてもい

いという解釈だと思います。耐用年数を超え

て処分するものについては、返還が生じない

ということです。  

ちなみに、その下に書いてある、耐用年数が

経過する前に陳腐化してしまったものとか、

例えば、通常、故障した場合、これについて

も残存価格を市に返すという考え方ではあり

ません。この場合は、市民の皆さんがちゃん

と分かるように、故障しました、陳腐化しま

したという理由をつけて、こういう理由で処

分して新しいものを買いますという、そうい

った基準がまずあります。  

今回、議論が混同していたのは、改選した後

に会派にある備品、会派が消滅してしまった

ときに残った備品の残存価格をどうやって計

算するかというようなときに、ルールがない

と残存価格をどういう理屈で返還するのかと

いうことが分かりませんので、大蔵省令の耐

用年数を基に残存価格を算定して、残存価格

については返還していただくということを、

前回申合せの中で確認させていただいたとい

うことになっています。 

ですので、実はこの残存価格の話は２つあり

まして、基本的に残存価格を決めなければな
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らないときは、会派が消滅した場合だと思っ

てください。それ以外は大蔵省令にのっとっ

て、この耐用年数をめどに買換えが可能にな

ってくるという考え方だと思っていただけれ

ばありがたいと思うのですが。  

村石委員   先ほど座長が、あくまでもこれは参照という

か参考資料だと。そのほかにも参考資料とい

うものがあるのです。例えば、講師を呼んだ

場合に、現在はこういうようなことが考えら

れます。しかし、それはあくまでも参照であ

って、それを超えてもいいですという話です。 

だから、これも参照としてこうだけれども、

今、久保副座長が言われたように、実際は残

存期間というか残存額があるけれども、陳腐

化しているとか、あるいはもうこれは使われ

ていないとかというようなことがあれば、そ

ういう理由をつけて返還しないという会派の

判断もあるというようなことで、そういうよ

うな考え方をすればいいのではないですか。

事務局さん、どうですか。  

庶務課長   今おっしゃったとおりだと思います。 

松尾委員   この耐用年数表は参考にというふうに言われ

て、確かに参考ではあるのですけれども、先
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ほどから言っておられたように、残存価格を

どうしても支払わなければならない可能性と

いうのはあるのです。そのためには、これを

参考ではなくて、はっきりとした耐用年数と

いうものから換算して額を出す以外にはない

ので、だからそういった意味では、この耐用

年数というものはしっかりとしたもの、これ

は参考程度ではなくて、これを基にして、会

派が消滅したときということになると思うの

ですけれども、残存価格というのは出さざる

を得ないので。  

庶務課長   先ほど座長がおっしゃったとおりだと思うの

ですが、ここにあるのは一般的な商品のみと

いうことでございますので、実際にはほかに

もいろいろな商品があろうかと思います。 

そういう意味で、こういう表として全部を整

理することは難しいので、そういう意味では

参考であると。  

ただ、当然ここに記したものについては、こ

の耐用年数を使って計算をしていただきたい

ということでございます。  

押田委員   今、松尾委員が言われた、参考にするのか、

しっかりとした基準をつくるのかという話に

なりますけれども、そもそもこの対応表は、
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財務省のものを事務局が少し載せ替えたもの

なのか、それとも財務省が、名前が古過ぎて

こっち側に替えましたよと追加になったもの

なのか分からないのですけれども、先ほどか

ら、私ども富山市議会の会派が持っている１

万円以上のもの、もしくは２万円以上のもの

で何年間かたったものというのは、もう既に

事務局のほうで把握されていると思うのです。

たくさんあるとは思うのですけれども、先ほ

ど江西委員が言われたように、この３，００

０円の紙折り機が壊れたら、それを何年間も

取っておかなければならないのか。ちょっと

思ったのですけれども、セキュリティソフト

は５年間と書いてあって、これは１年後に買

ったらどうするのですか。でも、これは１年

後に買っても５年間…… 

座長     押田委員に申し上げますが、論点が外れてい

るような気がしますので、大変恐縮ですけれ

ども…… 

押田委員   違いますか。そうしたら最後に言います。  

もう事務局のほうで持っておられる備品を把

握しておられるのであれば、それを列挙して

載せてしまえば、残存価格などの判断ができ

るのではないでしょうか。  
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座長     押田委員に申し上げますが、これは事務局が

備品の管理をするものではありません。備品

管理は全て会派で行っているものなので、時

たまあるのですが、第三者的に事務局が別に

存在はしていません。あり方検討会といいま

すか、政務活動費は全て会派が責任を持って

行うものですので、話を戻しますけれども、

先ほど来の参考程度という言葉は、しっかり

と今、皆さんが議論をしていただいていると

おり、積み上げてきたとおり、きちんと市民

に対して説明責任がありますよという覚悟で

もって、あくまでも、これはあり方検討会と

して参考のものを今、示したわけです。事務

局が示したわけではないのです。あり方検討

会として、皆さんにお互いにこれを１つの参

考としながら厳格に使用を行いましょうと。

返還等についても、先ほど副座長から確認を

していただいたとおり、途中で壊れたらとか、

そういったことについても陳腐化ということ

をしっかりと明記して、市民には「それは仕

方がないね」と。例えば損害賠償が起きる  

論点を外してはいけないので、いずれにして

も、通常の使用で何らかの支障があったもの

については、それはまた改めて会派で買うの

か、個人で買うのかも含めて、きちんと政務

活動費を使用した場合は最後まで責任を持つ
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という、そういう覚悟のことを僕は言ってい

るわけですので、これはあくまでも参考とい

うことでとどめたいと思います。この件につ

いてはこの程度にしたいと思いますが、どう

でしょうか。 

泉委員    １つだけ、すみません。 

今、会派消滅という言葉を使われましたが、

基本的に議員は存在するけれども、会派の名

前が変わったということもあり得ますので、

もしもやるのでしたら、会派消滅という定義

もきちんとどういうものか入れないと、その

まま物を使い続けるということになりますの

で、その辺も御検討いただければと思います。 

久保委員   泉委員、ありがとうございます。 

実はこれは、座長、副座長と事務局との会議

の中でその話が出ていました。要は今ある備

品を承継するとか承継しないとか、期を越え

たときに会派名が変わったり、構成員が１人

変わったり２人変わったりした場合にどうな

っていくのか。こういうことは実はここにう

たっていませんので、各会派のモラルという

か、そういったものに完全に委ねられている

わけです。 

今、泉委員が言われたとおり、また会派から
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調整をして、備品継承のルールみたいなもの

を提案したいと思いますので、また改めて皆

さんの合意形成をこのあり方検討会で図って

いきたいなと。  

これは任期を越えますと混乱を生じると思う

ので、座長と話をして、今任期中に備品の承

継の在り方についてもう少し明確なルールづ

くりを皆さんと協議させていただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。  

江西委員   この耐用年数のものは、備品を管理するとい

う考えを持っている議会の運用指針を見たら、

全部同じものがありました。だから、これは

富山市でやっているものではなくて、総務省

かどこかが主導しているのかもしれません。

同じような考えが全部にありました。  

ただ、これはあまりにも議員に対して、例え

ば過去にあったような悪意があったようなも

のとは話が違って、真面目に真っ当にやって

いても、最後に傷口に塩が塗られかねないよ

うな規定だから、しっかりとやはり一般企業

よりも厳しさが半端ないというところを理解

しておかないと、最後に弱い人だけがやられ

るという、後継する人がいない会派の人だけ

が傷口が広がるようなことがあると僕は気の

毒だなと思うので、しっかりと対応すべきだ
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と思います。 

座長     意見として承知置きいたします。 

この程度にとどめたいと思います。 

次に、協議事項２番目、各会派から提出され

た運用指針上の課題・対応案についてであり

ます。 

本日協議を行う案件は、前回の検討会で確認

いたしましたとおり、お手元に配付のＡ３の

資料にピンク色で示しました４番から７番ま

での案件であります。 

協議の流れとしては一つ一つ協議していきま

すが、まず、提案された会派から課題と対応

案について説明を頂き、次に、他の会派から

順番に御意見を伺いたいと思います。その後、

改めて賛否を伺いますので、その結果、全会

派一致で賛成となれば、指針に明記するなど

としていきたいと思います。 

それでは、この一覧表の４番目の案件につい

て、自民党の委員のほうから説明をお願いし

ます。 

押田委員   この４番に関しましては、政党活動との混同

についてですけれども、令和２年３月のあり

方検討会でも当会派の髙田委員のほうから発

言がありました。そこを少しお伝えしますが、
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自身が所属する政党の党員が購読されている

政党機関紙に折込みをするための印刷費とい

うことであれば、それを全額政務活動費で充

当することは許されないのではなかろうかと

考えるということで、今回、対応案のほうを、

折込み料の免除を受けていること  これはそ

の当該の政党の方がおっしゃった話なのです

けれども  受けていることは明らかに政党活

動とみなされることなので、こういった政党

活動と混同されるような支出は厳に慎むとい

うことを対応として提案しております。 

以上です。 

座長     この点について、取りあえず○の方から行き

ますか。公明党さん。 

松尾委員   要は政党活動に関わる支出になるのかなとい

うふうに思って、なるべくそういったものは

排除していく必要があるという意味で、私ど

もとしましては自民党の提案に賛成したとい

うのが実情であります。 

以上です。 

座長     順番に行きます。社民党さんは△ですが。  

村石委員   配布行動というのは、要するに労務の提供と
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いうことが言えます。選挙活動をしていたの

か、していなかったのかというので、ただ単

に労務を提供した。今の場合は、契約に基づ

いて広報  要するに政務活動費を使った広報

を配っただけということからいうと、１０

０％政党活動ということは言えないというこ

とで△といたしました。 

座長     △なのですか。  

村石委員   社民党は△です。△になっていますよね。  

座長     分かりました。共産党さん。 

赤星委員   まず、対応案の中に、折込み料の免除を受け

ていることは、明らかに政党活動とみなされ

ると書いてありますけれども、そうではあり

ません。 

でしたら、個人の方にポスティングしていた

だく場合も、例えば過去の自民党さんのよう

に個人の方に十何万円のお金を払って政務活

動費でポスティングしていた人もいれば、送

料無料でボランティアにポスティングしても

らっている場合もある。また、シルバー人材

センターに政務活動費で十数万円をお支払い

して配ってもらっている人もいれば、そうで



29

ない場合も。では、それは直ちにその活動が

ノーと言えるのか。 

この場合、政党活動に広報費を支払っている

のではなくて、あくまでも印刷物にです。議

会活動をお知らせするための広報紙を印刷し

たものを、どういうルートでより多くの市民

の皆さん、有権者に読んでいただくかという

配布方法の中で、たまたま一部が政党の機関

紙「しんぶん赤旗」に折り込んでもらってい

たという部分を取り出して、これは政党活動

だとおっしゃっている。 

確かに赤旗新聞を発行したり購読している、

それは政党活動ですけれども、この印刷した

議会報告の広報紙の中身を見ていただけば、

政党活動のことは何も書いてないわけなので

す。それをいかに広く読んでいただくかの、

そこにお金を使っているわけで、印刷したも

のの印刷代だけなので、ここはちょっと誤解

して決めつけて書いておられるなと私は思い

ます。 

また、折り込むための印刷物ではなくて、あ

くまでも議会活動、会派の議会での活動をお

知らせするための印刷物の印刷代を政務活動

費で支払っているだけなので、ここをこうい

うふうに決めつけられていることは、まず誤

解ですと申し上げたいです。 
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座長     赤星委員、確認させてください。 

これは今おっしゃったとおり、赤旗新聞に折

込み料を払っておられるのですか、払ってい

ないのですか。  

赤星委員   払っていたこともありましたけれども、もう

今は出していません。 

座長     払っていたことがあって、今は払っていない。 

赤星委員   はい。 

座長     なぜ払っていないのでしょうか。 

赤星委員   それは相談してそうしています。今は、折り

込む分も印刷しますけれども、その分につい

ては政務活動費では支出していません。 

座長     要するに、配布についての費用、これが政務

活動費で支払いをされていることについての

事実関係を知りたいのです。 

赤星委員   配布の費用は一切使っていません。５万数千

枚刷って、その大部分は、配ってあげるよと

いうボランティアの方々に無料で配っていた

だいて、そのごく一部を赤旗新聞に折り込ん



31

でもらっています。今は配布に関する必要な

費用は一切政務活動費から支出していません。 

座長     誠政さん、御意見を。 

橋本委員   自民党案、まさにそのとおりだと私は思って

います。 

赤星委員は、不特定多数に配るのと何が違う

のだと言われるけれども、赤旗は立派な共産

党の新聞であり、そもそも折込み料の免除を

受けられるのは間違いなく共産党系の新聞だ

と。購読者もそれに関する方だと思われると。

そういった中で、やはり政党活動と取られて

もおかしくないのではないかなと思っており

ます。 

これが北日本新聞に無料で折り込んでもらっ

ているようでしたら別かもしれませんけれど

も、これはさすがに政党活動ではないかなと

思っております。  

座長     政策フォーラム、金井委員。 

金井委員   個別の案件については事実がよく分からない

ので一切申し上げませんが、基本的に政務活

動費の指針というのは、紛らわしいことはや

めるということをずっとやってきたので、今
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日の冒頭にも、社会通念上あるいは市民から

説明責任を求められた場合とか、そういうも

のを考慮してやってほしいということで、完

全に私はバツだと思います。この課題という

ものについては、この文言だけを見れば×だ

と思います。 

座長     ×というのは自民党さんに賛成ということで

すね。 

金井委員   そうです。 

座長     光さん、上野委員。  

上野委員   すみません、１点だけ確認したいのですけれ

ども、今、免除を受けているにしろ受けてい

ないにしろ、政党機関紙に入っていること自

体が紛らわしいからという意図でいいのです

よね。 

座長     それは提案者の自民党さんに対しての質問で

すか。 

上野委員   はい。そういうことです。 

押田委員   そもそも、前回の議事録を読んでいただけれ
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ば分かるのですけれども、３，０００部は折

込み料が免除されて政党機関紙に入っている。

その入っているものに印刷費を使っていると

いうことが、まず１つの問題だったと思いま

す。  

あと、実はもう１つ、これに関して座長が言

われたのは、それぞれの会派で緊張感を持っ

てとあるのですけれども、５万５，０００部

というのも、それをどうやって配布したのか

も実は前回議論になったのです。答えになっ

ていないかもしれませんけれども、今回、一

部を自費で印刷して、それは無料で折り込ん

でもらっているという言葉もまた出たのです。

今、金井委員が言われたように、紛らわしい

ことは避けるということを前提にすれば、政

党機関紙に政務活動費で印刷したものを入れ

ること自身が、もう既に紛らわしいという判

断でいいのではないですか。そういう判断で

御検討いただければいいのかなと思います。  

座長     上野委員、よろしいですか。 

上野委員   はい。 

政党機関紙に折り込むということ自体が、政

党活動と切り離すことが難しいということで

あれば、私も自民党さんの提案については賛
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成したいと思います。 

座長     要するに、認めるべきではないというような

趣旨でよろしいですね。 

上野委員   はい。 

（「座長」と呼ぶ者あり）  

座長     ごめんなさい、一応、一通り聞いてから合意

形成できればと思いますので、自民クラブさ

ん。  

村上委員   政党機関紙に折り込んで、まさに一体となっ

ているわけで、これを政党活動と言わないと

いう疑いはないと思います。間違いなく政党

活動だと。紛らわしくも何ともない。政党活

動以外のものではないと私は認識できると思

いますので、これは指針をつくったときから

駄目なものだと、議論の余地がないと私は思

っていますので、当然これは駄目。自民党案

に○ということで。 

座長     当初に賛成の方々の意見が×にはなっていま

せんので、あとは社民党さんと共産党さんの

意見を伺うということになろうと思いますの
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で、改めて赤星委員。 

赤星委員   先ほど押田委員の御発言の中で、ちょっと誤

解が甚だしいなと思った点があります。 

それは前回、「そもそも５万５，０００部を

どうやって配布しているかも疑問だ、怪しい」

とか、それはあまりにもひどい言いようだな

と。  

たくさんのボランティアの方にまいてもらっ

ているのです。議員自らも分担して配ってい

るのです。長年そうやって積み上げてきた信

頼関係でもって配ってあげるよという人たち

がたくさんいらっしゃるわけです。それを何

か、怪しいとかそういうふうな御発言はやめ

てほしいと思います。 

座長     議事録上、不適切な言葉がありましたら、こ

れはまた改めて私どものほうで削除すべきも

のがあれば、削除を検討したいと思いますの

で、皆様にもこの点を注意しながら、議事録

等を一々削除することがないように、的確な

表現をいただければ幸いと思います。  

押田委員   今、怪しいと言ったのは、私が言ったのは  

マスクをしておられるのではっきりと聞こえ

ませんでしたけれども、もう一回確認します。
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前回の３月の後は、印刷物を政党機関紙であ

る赤旗に折り込むときは、自費をもって印刷

しているというふうにおっしゃったように聞

こえましたが、まず、これに関して私はちょ

っと疑義を感じました。それが怪しいという

ふうに聞こえたという話なのですけれども。

先ほども言いましたよ。折り込んでいること

がどうのこうの  政務活動費で印刷している

のかしていないのか分からないものが、同じ

ものを自費で印刷されても、どうなるか分か

らないものは紛らわしい、怪しいになるので

はないですか。意味分かりませんか。  

座長     すみません、論点を絞りたいと思います。  

自民党提案といいますか、課題については、

政党の機関紙に折り込む折込み料を政務活動

費で支払うことを駄目だとするのか、印刷費

を駄目とするのか、まずこの論点については、

折込み料が駄目ということでよろしいですね、

自民党提案は。  

（「違います」と発言する者あり） 

久保委員   少し補足をさせていただきますと、そもそも

今回の改正の段階で、政党の収入となるよう

な支出はもう駄目ですということなので、
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「しんぶん赤旗」に対する折込み料の支払い

というのも今の時点でもうできません。私は

以前からできないという考え方なのですけれ

ども、明文化されました。  

ただで折り込んでくれるとか、ただで配って

くれるというものの政党としての活動に関す

る支出は駄目ですよということになっており

ますので、政党として配り物をするとか、そ

ういったものに便乗するような形であっても、

市民からは誤解を招きやすいので、これにつ

いても厳に慎むべきだということです。 

今回はそれよりももっと以前の問題として、

折込み料の免除というのは、「しんぶん赤旗」

が、例えば自由民主党であろうが社民党であ

ろうが公明党であろうが、市議会の活動を広

く周知することは大事なことだから、どの政

党にもよらずとも折込み料を免除するという

ことであるならまだしも、明らかに所属して

いる政党の議員、会派の印刷物を、折込み料

を免除して配るということ自体は、紛れもな

い政党活動の一環であるというふうに見られ

ますので、これはもう完全にアウトですとい

うことをあえて書いてあるわけです。よろし

いですか。 

そこはもう皆さん、大前提に立っていただい

て、あくまでもこういった政党活動で使うよ
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うなものに関する印刷物を、何千部でもいい

のですけれども刷ったうち、政党活動で使う

ものに関しては政務活動費を１円も充てるべ

きではないということを今、自民党としては

主張しておりますので、この場合は折込み料

ではなく印刷料そのものを  もしも折り込み

たいのであれば、自分の後援会もしくは政党

で印刷をしていただいて配布していただけれ

ばそれでいいだけの話で、政務活動費を使っ

た会派の支出をするべきではないということ

です。 

座長     要するに、それは政党活動なので、そこに政

務活動費を充てるべきではないという論点か

ら始まって、たまたまこれは折込み料云々と

いう、最初は払っていたのに後からなくしま

したですとか、そういった話が出てくるので

すが、今のテーマは、政党活動と思われる機

関紙に折り込むこと自体が政党活動なので、

その印刷費は当然政党活動になるだろうと。

また、そう市民からは見えるので、当然政務

活動費としての支出は認めないと。 

その費用弁償、ボランティア、折込み料、寄

附に当たるですとか、いろいろなことに議論

が広がらないように、単純明快に今は政党活

動とみなされる印刷物に支出することがいい
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のか悪いのかという単純な議論だと思います

ので、社民党さん、御意見を。  

村石委員   今ほどいろいろな意見が出ましたけれども、

最初に言ったように、配る行為自体が政党活

動とは、そこまでは断定できないので、要す

るに印刷費を政務活動費で使ったことは……  

座長     配ること自体ではなくて、何度も言いますけ

れども、政党機関紙を配ることは政党活動で

すか。 

村石委員   それは政党活動というよりも、場合によって

は共産党の党員ではない人も配っているかも

しれませんから、それを一概に…… 

座長     議論が前回に戻ってしまうような気がするの

ですが。 

村石委員   要するに労務の提供だから、そこを細かく言

うことはないと…… 

座長     だから労務という話になるものですから、さ

っきから言っているように、論点は政党活動

と思われる機関紙に入れる印刷物です。単な

る労務であれば、他の労務としての方々に  
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今は労務費の話ではない。だから、労務とし

て別の媒体で配布するのであれば、それはそ

れぞれの会派が説明責任を果たせればそれで

いいと思うのですけれども、明らかにまず政

党機関紙を配布することは、これは政党活動

ではないかという、その疑念がまずあります。

政党活動としてみなされるのではないかと私

は思っているのですけれども。  

村上委員   共産党員、あるいはボランティアが赤星委員

のものを配っても全然構わないのです。共産

党の機関紙と一緒に配るから駄目なわけです。

こんなに分かりやすい話はないではないです

か。アウトです。これ以上議論する必要はな

い、こんなもの。何が問題ですか。 

座長     全ての会派がよしとしない、支出を認めない

という原理原則に、前回からもう一度戻らせ

ていただきました。他の会派がこれは市民目

線から見てもアウトだと言うのであれば、そ

ういった支出は認めないという決め方をしよ

うという、元来の４年前の原則にもう一度戻

ろうということで、冒頭から決着をつけさせ

ていただいた先般の２番目、３番目の案件に

ついては、皆さんの御理解を頂いて決定いた

しましたけれども、そういう意味からいって、
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座長として非常に議論が……。これ以上はど

うなのですかね。  

久保委員   社民党さんも賛同していただけると思うのは、

先ほども言ったように、印刷したものを配る

こと自体は何の問題もないと。機関紙に挟ん

で、しかもそれに、免除を受けるかどうかは

取りあえず置いておいたとしても、機関紙に

挟んで配布をするということ自体は、これは

政党活動と一緒になっているので、今の指針

上は認められないのではないかということは、

これは社民党さんも同じ…… 

村石委員   主張はよく、言われていることは分かります。 

久保委員   例えば、私は市政報告を定例会ごとに出して

いるのですが、それは全部自費で印刷して、

自費で郵送して、またはボランティアの方に

配ってもらっています。これは何の問題もな

いですし、そこには政務活動費を一切充てて

いません。 

それを皆さんに強要するつもりはありません

が、あくまでも印刷物、そしてその郵送の仕

方というのは非常に政党との混同がしやすい

ので、例えば、シルバーで配る、あるいは、

一般の、例えば北日本新聞や富山新聞など、
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そういった一般紙の中に折込みをする。これ

自体は、私は問題がないというふうに思って

います。 

ただ、機関紙に挟むということ自体は駄目で

すし、まして、それを政党から補助を受けて

までやるなんていうことは、もう完全にこれ

はアウトだということをまず皆さんの御理解

を頂きたいと。  

あとは、合意形成を図る上で、当事者はなか

なか難しいかもしれませんが、全ての会派、

自分以外の会派が一致したときには、やはり

真摯にその声に耳を傾けるのが、市民や議会

の声に耳を傾けるということだと思うので、

社民党さんが賛同されれば、これで共産党を

除く全ての会派がこういうことは駄目だよと

いう意思表示をするのだと思いますので、ま

ずは村石さんのほうから機関紙に挟むこと、

これについて。  

村石委員   副座長の言っていること自体は理解できます。 

ただ、配ってほしいということで、たまたま

共産党会派が出すものと赤旗を一緒に配られ

たところもある。当然そうでないところもあ

るということ等を考えると、あくまでも労務

の提供をしたというような解釈もできるので

はないかということで△にしているので、副
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座長の言っていることを否定するわけではな

いです。そういう見方があるということは分

かります。 

あとは赤星委員がどう判断するかです。 

（「社民党として意見を言って」と発言する

者あり） 

村石委員   社民党としては一貫して、労務の提供なので、

明らかに政務活動費を使ってはいけないとま

では言えないので、△にしていると。  

村上委員   先ほど私言いましたが、共産党員が赤星さん

のだけを配っているのだったら労務の提供で

いいのです。だけれども、共産党の機関紙と

一緒に配るということは、共産党にとっても

メリットがあるし、赤星さんにとってもメリ

ットがあるわけです。一体となってコマーシ

ャルをしているのですから。それは明らかに

政党活動になるでしょうと。政党からすると、

赤星さんの運動になるでしょうと。もう一体

となっていてお互いに利益があるのです、コ

マーシャルという意味では。そんなもの政党

活動に決まっているじゃない。労務の提供は

関係ないですよ、そんなの。 



44

座長     過度な発言ではなくて、村石委員に確認をさ

せていただきたいと思いますが、政党の機関

紙に……。どう言いましたか、何が…… 

村石委員   私が言いたいのは、要するに会派がこういう

ものを配りたいと言っているという中に、赤

旗を配っている人にも頼んだと。一緒に配っ

てと言って頼んで配ったことだけをもって、

政党活動とまでは言えないのではないかと。  

ただし、副座長が言っているような解釈もそ

れは分かると。言われていることは分かると

いうことで、あとは赤星委員がどう判断する

かとしか私は言えないです。 

座長     分かると言われるところを明確にしてほしい

のですが、どこについて分かるのですか。要

するに、政党の機関紙に入れることは政党活

動とみなされる可能性はあるということでは

ないのですか。  

村石委員   細かいところは私には分からないわけです。

どういう約束でどういうことになってこうい

う結果になったのかというのは赤星委員しか

分からないので、配るときに、これだったら

赤旗のことも拡大できるし私たちの会派のこ

とも分かってもらえるしという話でなったの
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か、たまたま配ってほしいと相談したら、一

緒に配っているものがあるから、それと一緒

に配ろうということになったのか、その辺の

経過が…… 

座長     副座長が言った言葉について、分かるとおっ

しゃった部分を切り離したいのです。どこに

ついては分かったのかと。  

村石委員   だから、そういう疑いを持たれると。要する

に、赤旗と一緒に市議会の報告を入れるとい

うことは、政党活動として疑いを持たれるの

は当然でしょうという理屈そのものは、そう

いうことは成り立つと。 

座長     そうでしょう。そこは分かるということでし

ょう。 

村石委員   ただ、そうは言っても、配るという行為が政

党活動になるのかと、そこまで断定していい

のかというところになると、細かい経過がど

うなっているかということも、私は赤星さん

に聞きたいくらいなので。どういうことにな

って…… 

座長     細かい経過以前に、そこに会派の発行物を入
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れ込むということは、政党活動としてみなさ

れる可能性があるということについては、認

めているわけですよね。 

村石委員   そういう見方もあると思います。 

座長     そうですよね。それは村石委員も市民目線か

ら見て疑念があるということでよろしいです

ね。  

村石委員   はい。 

座長     配布の件はちょっと置いておいて、配布の話

ではなくて。 

村石委員   いいですよ。そこまではいいです。配布のこ

とになると配布が問題だということになって

いるのでしょう。  

      （「違うだろう」と発言する者あり） 

久保委員   本来、折込みにはお金がかかるわけですよ。

折込み料の免除を受けているということは、

要するに、まず折込み料を免除するという行

為自体に、先ほども村上委員が言われたよう

に、政党と利害が一致しているからこそ免除
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という行為が生じるわけですよ。  

当然、共産党の党員の方やボランティアの方

が配る分には配られていいと、先ほどからず

っとそれは繰り返し言っているわけです。免

除を受けて折込みをしたということ自体は、

これはもう明らかに政党から補助を受けてや

っているわけですから、これについては、こ

れに当たる印刷費は認められないと。当然の

ことだと思います。 

政党機関紙に折り込むものについては自費で

印刷してくださいと、これからはこういうこ

とは認めませんよというふうに皆さんがそう

やって同意をしてくれれば、この話はすぐに

終わるのです。  

これからも政党機関紙に折込み料の免除を受

けて入れるものを印刷してもいいかというこ

とに関しては、私はもう駄目だというふうな

結論を出すべきだと。 

先ほど、赤星さんも今はしておられないとい

う話なので、だとすれば、この話は全部駄目

だったということで、今後はやめましょうと

いうことになるのではなかろうかということ

で…… 

座長     赤星さんが言われたのは、折込み料は支払っ

ていないけれども、そこに折り込む印刷費に
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対しての政務活動費の支出はしているのです

よね、今までどおり。 

赤星委員   いや、今はしていません。 

座長     印刷費も、もう既にしていないわけですか。 

赤星委員   折り込むものは作りますけれども、それは自

費で出すように今はしています。今年度は。  

座長     であれば……。先ほど来確認を何回かさせて

もらっていますが、今は折込み料も払ってい

ないし、そこに折り込む印刷物についての印

刷代も政務活動費での支出をしていないので

すね。 

赤星委員   それは、例えば「次の選挙は議席増を目指し

ます」とか、そういったことが書いてあると

使えませんよね。そういうことを書いたもの

を折り込みたいこともありまして、それと政

務活動費が半減ということもありまして、こ

れは自主的に私たちの判断で、今はそこには

使っていないです。 

座長     当然、政務活動費として公金を  何度も皆さ

んが言っていることですが、公金の使用につ
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いての定めを同じ思いでルール化しようとい

う会議ですので、個人で一般の法律を犯さな

ければそれはそれで、個人の支出を言ってい

るわけではないので。 

赤星委員   ですが、自民党さんの対応案にこういうこと

が書いてあるのは、これは完全な誤解で決め

つけだと、それは言いたいです。私たちはこ

ういうような指針に違反したことをやってき

たわけではないという。 

座長     指針に違反しているということが書いてある

かな。 

赤星委員   自民党さんの課題と対応案がありますよね。

折込み料の免除を受けていれば、明らかに政

党活動とみなされると。それは私たちは違い

ますと言っています。それと、折り込むため

の印刷物ではなくて、政務活動費で印刷した

のを折り込んでいたときに、折込み料がもと

もとはなかったのが、一時期、中川議長のと

きに折込み料を出すようになって、また出さ

なくなって、そういうことについて明らかに

政党活動だと。無料だからといって、印刷し

たこと自体が政党活動だとここに決めつけら

れるのは違うと言っているのです。 
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座長     承知しました。よく分かりました。  

いずれにしても、ここに書いてある自民党提

案の対応案は別にして、先ほどと同じように、

今日決定したら書き込む文言はきちんと精査

して、また次回提案しますので、いずれにし

ても、今問題になっている政党機関紙に折り

込む印刷物の政務活動費としての支出は認め

ないということにして、どういう活字にする

かはまた別にして、それでよろしいというこ

とではないのですか。 

赤星委員   わざわざそれを書かなければいけないのです

かと。文字にしてわざわざ政党機関紙と。 

座長     わざわざ書かなくても、もう既にそうしてい

るからということをおっしゃっているわけで

すか。 

赤星委員   今までも別に指針に違反してやっていたわけ

ではないです。  

橋本委員   そもそもなのですけれども、私たちは新指針

をつくったときにこれはもう駄目だったとい

う理解です。それをこういうふうに使ってい

るということで、やはり書かなければ駄目だ

ったのかと。そういったことで、今、座長が
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書かなくてはいけないねと言っているのです。

当時つくったときから、もともとこれは駄目

だったのですよ。  

座長     村石委員、ちょっと建設的にまとめてもらえ

ませんか。 

村石委員   少し誤解があったかもしれないけれども、要

するに私の捉え方としたら、５万幾らかの印

刷は政務活動費でしたと。でもそのうちの一

部は赤旗に折込みをしてもらったと。折り込

まないで配布したものもあるという解釈だっ

たのです。 

でも、今、赤星委員がおっしゃったのでは、

赤旗に折り込む分の印刷費は政務活動費を使

っていないという具合に解釈したのですけれ

ども、そうではないのですか。  

赤星委員   今年度の前回、前々回ぐらいから、そのよう

に分けています。  

座長     現状として、もうこういう指針……  

村石委員   そういうことをしているということですね。 

座長     しているということであれば、改めて次回示
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しますが、政務活動費の支出を認めないとい

うような内容を明記するということについて

は、賛成ということでよろしいですね。 

赤星委員   ちょっとその前に、すみません。 

座長     まず、その提案についてはどうですか。 

村上委員   途中で座長が言われましたが、原点は先ほど

から言っているとおり、全ての会派が認める

ものだけが使えるということです。今行われ

ているのは、そうでない。「うちはいいので

す」と言う人を一生懸命説得しているわけで

す。逆です。「皆さん、うちの使い方を認め

てください」と言って、みんなが認めなかっ

たら、それでアウトなのですよ。そういう決

め方をしましょうよ。決め方の論理が逆転し

ています。説得するほうが反対になっていま

せんか。 

座長     それは座長に一任をしてください。  

村上委員   私の使い方を認めてよというのが正しいので

はないですか、そうなったら。  

座長     いいえ、違います。前回もちゃんとみんなで
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つくった内容になっていますので、今回も共

産党さんは既にこれを認めていないという実

態なので、これを認めないということを指針

に盛り込むことに賛成していただけますね。  

赤星委員   できましたら、そういうふうなことをしてい

る議会があるのかを調べていただいて。 

前、私…… 

座長     赤星委員、本当に恐縮なのですが、うちのあ

り方検討会は、多分４年前から他都市と比べ

るといろいろな意味で相当ハードルは高いで

す。他都市云々ということよりも、まずはや

はり自分たちでどうするかということなので、

他都市の状況を今改めて調べる必要がありま

すか。 

現状、赤星委員は既にこういうことについて

政務活動費を使っていないとおっしゃるので、

それはどういう根拠かはあえてここでは聞き

ませんけれども、今後も、今もそうだし、過

去はどうか知りませんけれども、いずれにし

ても今はもうそれを使わないようにしている

わけですから、それをしっかりと確認をしま

しょうということで、村石委員もそれでよろ

しいですよね。△ではないですよね。  
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村石委員   現在そういうことをしていないということな

ら、それでいいと思います。だから、橋本委

員の言っていることも分かるのですよ。私た

ちの理解としては、シルバー人材センターと

か通常の新聞とか言われたことは本当によく

分かります。そこには……。 

座長     それでは、これはこの程度にとどめて、皆さ

んに賛成していただいたという認識で、文言

については次回もう一度お示ししたいと思い

ます。あまり過去に遡って  １つずつ決めた

ことはその続きから行きたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

それでは次、５番目の案件について公明党の

委員のほうから説明をお願いいたします。 

松尾委員   今までもありましたけれども、本市として政

務活動費の使い方をどうするのかということ

を考えたときに、やはり曖昧な支出はできな

いと。市民にしっかりと説明責任を果たせる

支出をしていこうということを基本にして、

これまでもやってきたというふうに思うので

すけれども、その中で日当の取扱いについて、

公明党としては今も日当は頂いていないので

すけれども、やはり政務活動費に関しては実

費で精算するべきではないだろうかというよ
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うな思いがあります。しっかりと領収書を基

に政務活動費を支出していくべきであろうと

いう考えから、日当という考えがあまりにも

政務活動費を支出していく上でそぐわないな

というふうに感じておりまして、そういった

意味で、日当そのものも廃止するべきだとい

うことを、今回提案させていただいたわけで

あります。皆様の御意見をお聞かせいただけ

ればと思います。  

座長     それでは、これも順番に行きますか。○、△

関係なく順番に、自民党さん。  

江西委員   考えは十分に理解できますが、日当というの

は、例えば視察のときに１泊以上の場合、１

泊につき３，０００円が出るというものです。

１万円をもらっているわけでもなければ、５，

０００円をもらっているわけでもなくて、ご

く一般の社会においても、役員であっても従

業員であっても泊りがけで出張した場合、日

当というのは通常つきます。これが市民のほ

うから議員特権だと言われることはないと思

いますし、１泊で視察などに出かけた場合は、

当然それ以上の何倍ものいろいろなことがか

かるということは普通に考えても分かること

だと思うので、これは市民の皆さんに理解が



56

決して得られない理屈ではないと思いますの

で、これは存続を希望いたします。 

座長     社民党さん。 

村石委員   大筋、江西委員と同じで、市の職員も３，０

００円をもらっているということがあります。 

根本的な政務活動費の使い方として、実費を

使えると。当然今言われたように、日帰りで

も１泊でも３，０００円以上の出費があるの

が現実なので、そういう意味では根本的な実

費という考え方にもそごがないということで、

支出できるということにしたほうがいいと思

います。 

座長     共産党さん。赤星委員。 

赤星委員   これは私たちはもともともらっていませんし、

廃止すべきだと思っております。  

一般の会社の出張と違って、会社の命令で出

張に行けと言われているわけではなくて、会

派や議員ごとに自分の行ってみたい視察先な

どを選んで行っているわけですから、そこは

少し一般の会社の事情とは違うと思いますし、

３，０００円を使っても使わなくても、領収

書が要らないお金というのはやっぱり理解が
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得られないのだと思います。 

出張に行っている間も、議員報酬というのは

月額で決まった額が支払われているわけです

ので、これは廃止するのがいいのではないか

と思っております。 

座長     誠政さん。 

橋本委員   自民党案、そして社民党案に賛成でございま

すが、私たちはその日当の中から本当に近距

離のタクシー代などを賄いますし、そういっ

た細かい支出というのは、やはり日当の中で

賄うべきかなと思っております。  

座長     この△は間違いですね。 

橋本委員   ただ、それはどう理解していただけるかとい

うことで△にしているのですけれども、どち

らかというと×側の△と取っていただければ。  

座長     分かりました。  

政策フォーラムさん。 

金井委員   結論は二重丸です。  

理由は、主に大阪、東京が多いですけれども、

全部実費で行っております。政党の勉強会だ
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ったのですが  今は抜けましたけれども。  

厳しい経済情勢というのは目に見えて分かっ

ているので、見えない、領収書のないお金と

いうのはまずなくすべきだと。たかが３，０

００円というような感覚です、私は。  

座長     「たかが」はちょっとあれですね。  

光さん。上野さん。 

上野委員   以前、うちの会派からも日当の廃止は提案さ

せていただいていましたので、賛成です。 

座長     自民クラブさん。 

村上委員   実費以外で支出があるものは、相手先へのお

土産ぐらいかなと思います。 

昔なら、通常、家から弁当を持ってくるとこ

ろを、出張だったら弁当を持っていけないか

ら、弁当より高い食堂に入るとか何とかとい

うことで余計にかかるから、日当でというよ

うな意味合いがあったのかもしれませんけれ

ども、今やそんなことないです。自分のとこ

ろで作るよりも安い弁当が売っているという

こともありますし、あるいは実費精算できる

ものがほとんどです。タクシー代だって実費

精算できるし、バス代だって実費精算できる



59

ので、日当という形にこだわる必要はないと

思いますので、日当は不要というふうに思い

ます。 

座長     現在、既に日当を使用していないところを確

認したいと思います。公明党さんは現在使っ

ていないと。それから共産党も既に使ってい

ないと。それからほかには、光さんは提案し

ているのですから、使っていないのですね。  

上野委員   使っていないです。  

座長     それから、フォーラムさんも日当は使ってい

ないと。 

金井委員   政務活動費そのものをです。 

座長     使っていないということですね。それから自

民クラブさんは。  

村上委員   使っています。  

座長     使っているのですね。だけれども、今後はと

いうことですね。  

村上委員   はい。 
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座長     誠政さんは、現状は使っているわけですね。 

橋本委員   はい。 

座長     社民党さんも、自民党さんも使っているとい

うことですね。  

それでは今後ということで、今、公明党さん

から提案されております。今ほど社民党さん

のほうから、職員のというお話もありました

ので、参考に事務局のほうから職員の日当の

考え方についての  議会は議会で別で決める

ことですけれども、参考までに実情があれば。 

庶務課長   一般的に職員のということでございますので、

何も資料はないのですが、私の知っている範

囲でのことを申し上げたいと思います。基本

的には日当と言われるものは、現地に到達し

てから、そこをいろいろ回ったりするときの

交通費というものが大体半分程度あると。残

りについては、例えば先ほど村上委員がおっ

しゃいましたけれども、そこへ行ったから通

常よりも高い食費がかかるというような形で

のいわゆる昼食代ですとか、あとは、用務先

といろいろ連絡を取り合うための電話代みた

いなものがございます。どこにもはっきりと

明確に規定してあるというわけではないので
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すが、そういったものが基本的には日当とい

うものの中身であると考えられているという

ふうに一般的に言われています。  

例えばなのですが、現地へ行ってから周遊す

る交通手段を実費精算されるということにな

ってきますと、これは我々審査をする立場か

ら言わせていただくと、果たしてそこへ行か

れたルートというものが、交通経路が、最も

経済的に合理性があるのかどうかということ

も、これは実費という中でやっていくと計算

しなければいけなくなってきます。そこは少

し事務的には非効率がかなり生まれるところ

があります。 

また、例えばもう１つ、現地といろいろ電話

で連絡を取られると、その領収書は多分取れ

ないと思いますので、それを実費でお支払い

することは多分できないと思います。完全な

自己負担になるのだろうと思います。  

あと、先ほど言いました食費、昼食代。こう

いったものも当然領収書をつけていただくこ

とになりますので、そうすると、例えばお昼

に何を食べたかとか、そういったことまで明

らかにしていかなければいけないと。議員で

ある皆さんがどこまでプライバシーというも

のを明らかにしていくのかというのは、これ

は政務活動費の公表制度とのいろいろな兼ね
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合いがあると思うのですが、そういったとこ

ろも考慮していただく必要があるのかなとい

うふうに思っております。  

そういうようなこと等々がございますので、

一般的に市の職員としては、日当制度という

ものは非常に合理的で効率的な制度であると

いうことで認めているところだというふうに、

私はそういう認識をしているところでござい

ます。 

座長     庶務課長の一般的な参考の意見を冒頭に確認

させていただきました。あくまでも、政務活

動費の使用については我々が決めることです

ので、後からまた差し戻るということになら

ないよう、突然振って恐縮でしたけれども、

最初に参考意見を聞かせてもらえればという

ことでした。 

先ほど来のお話ですと、やはり基本的には市

民の方から議員の特権、先ほど江西委員が言

われましたけれども、本当に認められないと

いうような支出だということは言えない。あ

る程度、市民の理解が得られるのではないか

ということで、実は４年前にも日当の件は議

論になっていて、当時は公明党としてもそれ

を認めたという経緯もあるのですけれども、

１つ、やはり領収書がないというのも事実で
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す。いまだに領収書がない支出があるという

事実、これをやはりどうなのかという点で、

我々公明党は厳格に、自分の会派としては政

務活動費での使用をやめさせていただこうと

いうことで、共産党さんなどと同じように執

行していないという流れでございます。 

改めて赤星さん、意見をお願いいたします。  

赤星委員   今おっしゃった用務先に着いてからの相手方

との連絡というのは、今どき通話無料のプラ

ンではないですか。 

村石委員   ないです。 

赤星委員   でも、電話代にしても何千円とかかりません

し、交通費にしても領収書をもらっておくと

か、電車、バスは何百円ですし、本当に３，

０００円という領収書のないお金というのは、

やはりなくすべきだと改めて思います。 

昼食代にしても、富山市にいても外食すれば

昼食代はかかりますし、お弁当の人もいるけ

れども、下で食べても何百円かかかっている

わけですし、議員の視察に行くときの日当と

いうのは、領収書のないお金というのは理解

が得られないのではないかと思います。 
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江西委員   これはもう、それぞれの主観の問題に入るわ

けです。それでいくと、金井委員が言うよう

に、「視察も政務活動費は要らないだろう。

報酬をもらっているのだから」という理屈が

成り立つと思います。議員報酬の６０万円だ

って、これも一般新入社員は２０万円で済む

のだから２０万円でいいだろうと。生活の明

細を持ってこい、議員活動にかかった経費を

持ってこいということがあって、全て主観で

いけば駄目なものは駄目と言われるけれども、

日当というものはそもそも領収書がない。こ

れは社会一般的で、それが日当なのです。 

ですから、その考えをもって日当を否定して

いくということになったら、これはもうそれ

ぞれ言った者勝ちの、全員が同意できないな

ら全員が同意できないという  要は、もう我

慢比べ合戦。自分が使わないものは全部否定

しよう合戦になると思うのです。  

ですから、そこのところはやはりある程度一

般的に認められているものかどうか、本当に

市民の人が目くじらを立てる費用なのかどう

なのか、それをしっかりともう一回それぞれ

が問うていただきたいと思います。 

押田委員   先ほど大野課長に一般論を聞かれたのですけ

れども、今、江西委員の話も聞いていて、一



65

般職員が日当を頂いた場合、市にどのような

報告をされるのでしょうか。 

庶務課長   伝票上、精算という行為が伴いますので、精

算行為というものはあります。ただ、中身に

関してこういうものに使いましたとか、そう

いったような報告というものは一切ございま

せん。 

押田委員   今のを受けて、私たちも特別地方公務員とい

う形になれば、市の職員の端くれだと思いま

すので、主観の判断になってしまうという話

も出ましたけれども、政務活動費でありなが

らも、領収書が本当に必要かどうか。市の職

員が出していないものを、私たちだけが出せ

というのも、また同じ職員としてはおかしい

と思うので、やはり日当を存続させてもいい

のではないか。使う人がいてもいいし、使わ

ない人がいてもいいのではないかと、そうい

う判断でどうでしょう。 

橋本委員   結局、何人の会派かということも１つ問題に

なってくるのです。先ほど事務局のほうから

言われました、例えばバスで行ったほうが安

いのか、タクシーで行ったほうが安いのかと、

そういったところで、安いほうを選べという
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ことに今の指針ではなっていると思うのです。

経済的に安いほうを選べと。 

ただこの場合は、例えば、値段は適当なので

すけれども、バスの場合は１００円がかかっ

て、私たちは２人会派だから、２人で行った

ら２００円だと…… 

座長     少し論点を外れていきます。 

橋本委員   要するに、その指針も変えていかないことに

は、日当の廃止ということにはならないとい

うことを言いたいのです。  

だから、先ほど途中で止められたけれども、

例えば、バスで行ったら２００円、タクシー

で行ったら３００円、だけれども４人で乗っ

たら、バスで行ったら４００円、タクシーで

行ったら３００円。その人数の違いによって、

私たちはタクシーを選べないとか、そういっ

たことも整理していかないことには、日当の

廃止には賛成できないということを言いたい

のです。 

座長     公明党さん、どうでしょうか。  

松尾委員   まず議員と職員は違うのではないかというふ

うに考えています。 
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今までの富山市議会の政務活動費の使い方と

いうことを考えたら、やはり曖昧であり、領

収書のない支出というのは極力なくしていき

たいなという思いがすごく強かったものです

から、日当に関しても一般世間ではというか、

企業においては、自分も前の企業では頂いて

いて、御褒美というか、たまにはおいしいも

のを食べてこいというような激励も含めた形

での日当という感覚がある……  

座長     誤解を招くような発言については、慎重にお

願いいたします。  

松尾委員   そういった一般世間の考え方と、議員として

の心構えも含めた政務活動費の使い方という

ものを考えると、やはり領収書のない政務活

動費の支出というのは、できるのであればな

くしていくべきだろうというふうに思ったも

のですから、その分、恐らく自分もそうです

けれども、視察に行ったときにタクシー代で

すとか、自腹を切ってということが多々、正

直あるわけですけれども、それはそれで、仕

方がないな、それよりも領収書のない支出に

対して政務活動費を頂くということをあまり

したくないなという、これもある意味、個人

的な主観というか、そういうことにはなるの
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かもしれないですけれども、そういう思いで

今回はこういったことを提案させていただい

たというのが現状であります。  

座長     様々な御意見を伺いまして、先ほど来述べた

ように、原理原則、全ての会派がよしとしな

いものについては認めないというような、そ

れだけをむげに主張しますと、大きい会派の

方々の現状もありますし、提案者の公明党さ

んの話を聞いても、これはどうしても譲れな

いというような意味合いにも聞こえませんの

で、座長とすれば、この提案についてはもう

少し時間をかけて、市民等の意見もまたいろ

いろなところで皆さんにも聞いていただくと。

現状はそれぞれの会派の判断で、自分の説明

責任ということで運用されているようですの

で、公明党さんには大変失礼ですが、これは

また今後のテーマとして、いずれにしても、

もし継続審議ということで持ち越させていた

だけるのであれば、これはあまりにも票数で

すとか、１人でも駄目だと言えば駄目だとい

うことにもなりかねないような究極の話をし

てしまったという経緯もありますけれども、

あくまでもここは市民目線でルールを決めて

いきたいと思います。これを駄目だとするこ

とに市民の理解を得られるのであればそうし
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たいと思うのですが、いまだそこには至って

いないような気がしますので、座長としてそ

ういった提案をしたいと思いますけれども、

村上委員、どうでしょうか。 

村上委員   いいですよ。説得して。これからの説得に応

じます。 

座長     提案者の公明党さん。座長としたら、これは

一旦保留、取り下げる。 

松尾委員   先ほど橋本委員が言われたこともあるのです

けれども、日当で使っているのは、要はお土

産代ですとか若干の交通費ですとか、そうい

ったものをしっかりと支払うことができる政

務活動費、要は領収書を基に支払いができる

ということにしてほしいということがありま

すので、そこをしっかりとすることによって、

この日当というものは廃止できるのだろうと

思うので、領収書のない支出というのは極力

減らしていくという努力をしていきたいとい

う意味では、今後もまた皆様の御意見といい

ますか継続といいますか、そこは座長にお任

せしようと思います。 

座長     公明党さんもあるのであれですけれども……。 
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副座長、お願いします。 

久保委員   自民党の中では、今、行われた議論は十分し

た上で、日当は継続すべきという判断になっ

ておりますので、お伺いした限りの中では党

の、会派の決定を覆すには至らないというの

が私の今の時点での結論であります。  

領収書に関しては、例えば今だとＰＡＳＭＯ

やＳｕｉｃａなど、ああいったものだとキロ

メートル単位でしたでしょうか、１円単位ぐ

らいで運賃が変わったりします。切符を買っ

た場合と違って、それを領収書でどうとかこ

うとかという話になってきますと、やはり現

実的に、実はＰＡＳＭＯを使っていたにもか

かわらず、インターネットで検索した通常の

料金を書いてもらった場合は、架空請求に問

われる危険性もあるわけです。当然、議会事

務局もそのチェックをするために労力を割く

わけですので、そうなってくると思っている

以上に日当を廃止する事務手続も多いのでは

ないかなと。当該使われない会派もしくは領

収書をもってやられたいという会派におかれ

ては、調査研究も含めて実際にやっていただ

いて、我が会派としては今の時点で成案なら

ずということで御理解を頂ければというふう

に思います。 
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座長     共産党さん、どうでしょうか。  

赤星委員   ……。 

座長     究極論になってしまっても座長としてはよし

としない思いもありますので、日当を廃止す

るということについては一致しないというこ

とで、今回は成案ができなかったという結論

にしたいと思います。 

ただ議論の内容は、皆さん大変恐縮なのです

けれども、社民党さん、自民党さん、現実、

公明党会派としてそれぞれの会派がもう既に

市民の理解が得づらいと。やはり領収書がな

い支出が事実としてあるということは、今後

それぞれの支援者及び市民の方と意見交換を

する機会があれば、またそれを持ち寄りなが

ら、よりよい  ただ基本的には何でもかんで

も厳しくすればいいということではないので

すけれども、やはり富山市の議員、議会に対

する市民の厳しい目線が僕はあるような気が

しますので、そういったところも踏まえて、

また機会があれば、もしくは次回に持ち越す

という思いも含めて、今回の提案については

成案ができなかったという結論でお願いした

いと思います。  

次に、６番目の案件に移ります。  
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社民党さんの提案ですので、説明をお願いい

たします。 

村石委員   運用指針の４０ページに表があります。この

「修理・処分に関する書類」の中の下から３

行目、「処分を行った場合、費用の有無にか

かわらず、可能な限り第三者からの書類等

（廃棄費用購入券の写しや産業廃棄物管理票

等）を徴し、処分事実の証明が行えるように

する」と。備品台帳にその旨を記載するとい

うことになっているのですけれども、この括

弧書きを調べてみたのです。 

座長     ちょっとすみません。今ちょっと事務局がば

たばたしていましたが、２時間を経過したと

いうことで、予約があるという方がいらっし

ゃれば、あとは一任をするということで退席、

トイレとかそういった意味では、健康を害し

てしまうと大変に思うのですけれども、この

まま、あと１０分、２０分ぐらいで終わるつ

もりで継続してよろしいですか。不都合な方

は、会派がオーケーであればそれでよろしい

かと思います。代理の方がいなくて、１人の

会派の方で出かける場合は、一任をもらうと

いうことで継続。もし駄目であれば一旦閉め

ます。 
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      〔発言する者あり〕  

座長     今、退席される方はお二人ですか。会派はオ

ーケーですね。  

（「全部やるつもりですか、６まで」と発言

する者あり） 

座長     あと６と７です。 

村石委員   簡単に終わるようにします。 

（「やってしまいましょう、早く」と発言す

る者あり） 

      〔江西委員、髙田委員退室〕 

村石委員   要するに、こういうことが書いてあって、こ

れを調べてみたら、すごく厳格な廃棄の管理

票なのです。こういうものはなかなか取れな

いということで、今、各業者にそちらの業者

のものでいいので廃棄したという証明を出し

てくださいということでやっているのです。  

ですから、様式を作ってほしいということを

言いたいのですが、この前、事務局と話をし

ていたら、それぞれの会派やそれぞれの事業
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所で出しているもので何ら差し支えがないの

で、特に様式を作る必要がないという話を言

われたので、そういう意味では、他の会派の

皆さんのものを参考に今後やっていくという

ことで、皆さんに了解していただければ早く

終わります。 

座長     ６番目について、今、提案者である社民党さ

んがこれは取り下げると。基本的には現状の

ままで特に問題がないという判断をされたと

いうことですので、提案がある方は改めて提

案してください。今これについて議論は行い

ません。次。 

村石委員   それでは７番目。７番目は運用指針の５０ペ

ージのところで「（３）議長（事務局）によ

る審査」の中で、アの中間審査、「１か月ご

とに、会計帳簿、証拠書類等を審査する」と

いう中で、審査した後、問題があれば指摘を

し、そして報告を求めることがあるというよ

うな運用をされているのです。それは根拠と

してアに書いてはどうかということを思って

いるのですけれども、ただ、事務局と意見交

換をしたので、（３）の「議長は」というと

ころ。「議長（事務局）は、議長に提出する

ことが予定されている書類を会派から提出を
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受け、計算誤りや記載ミスがないかなどとと

もに、条例、規則及び本手引きの内容に沿っ

たものとなっているのかどうかについて、次

のとおり審査を行う」と。  

この審査というのは、審査した結果、いわゆ

る条例、規則、手引に疑義がある場合は、議

長名で指摘をし、そして報告を求めることも

あると。ただし、そういうことをする場合は

必ず他の会派にも、こういう指摘をしました、

そして、ある会派からこういう答えが返って

きましたということで、公明正大にそういう

ようなことをやっているということをお話の

中で確認しましたので、７についても取り下

げます。 

いいでしょうか。ほかの人がいいと言われれ

ば。  

座長     今回の件は提案者が取り下げたということで、

以上で７項目めも終了いたします。 

村石委員   事務局、それでいいですよね。  

庶務課長   はい。 

座長     以上で全て終了いたしました。  

残りの８番から１０番までの案件については
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次回の検討会で協議いたしますので、御承知

置き願います。  

これまでのことについて意見はありませんね。 

      〔発言する者なし〕  

座長     ないようですので、本日の協議は終了いたし

ました。 

本日は、これをもって政務活動費のあり方検

討会を閉会いたします。 


